
府中市住宅用家屋証明書申請時必要書類

建築後使用されたことのある住宅用家屋

新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋
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 ・ 申請の際、提示する書類

★申請書に添付する書類（居住申立書と家屋未使用証明書は原本を、それ以外の書類はコピーをご用意ください。）

申請場所：市役所２階　資産税課

令和４年４月１日現在

↓新築or中古→

建売？

当該家屋の所在地に住民登
録は？

当該家屋の所在地に住民登
録は？

当該家屋の所在地に住民登
録は？

証明手数料　１，３００円

★登記事項証明書又は登記
事項要約書
★売買契約書等
★居住申立書
★現在住んでいる家屋の賃
貸借契約書、売買契約書等
★住民票（市内の場合は不
要）

【買取再販の場合】
★増改築等工事証明書

給水管、排水管又は雨水の
侵入を防止する部分に係る
工事を行った場合は、
★既存住宅売買瑕疵担保責
任保険契約が締結されてい
ることを証する書類（保険付
保証明書）

★登記事項証明書又は登記
事項要約書
★売買契約書等

【買取再販の場合】
★増改築等工事証明書

給水管、排水管又は雨水の
侵入を防止する部分に係る
工事を行った場合は、
★既存住宅売買瑕疵担保責
任保険契約が締結されてい
ることを証する書類（保険付
保証明書）

・確認済証（検査済証）
・次の①～④のいずれか
　①登記事項証明書
　②登記事項要約書
　③(電子申請)登記完了証
　④登記申請書及び
　　(書面申請)登記完了証

【長期優良住宅又は低炭素
住宅の場合】
★認定申請書及び認定通知
書（変更の認定を受けた場
合は変更認定申請書及び変
更認定通知書）
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昭和５７年１月１日(登記の
日付）よりも前に建築された
家屋の場合には、
★次の①～③のいずれかも
併せて必要
①耐震基準適合証明書
②住宅性能評価書
③既存住宅売買瑕疵担保責
任保険契約が締結されてい
ることを証する書類（保険付
保証明書）
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